
【受け子】～ 特殊詐欺の被害者のお宅などを訪問して、現金や
キャッシュカードを受け取る役

【出し子】～ 被害者からだまし取ったキャッシュカードを使用して
現金を引き出す役

「受け子」や「出し子」は「詐欺罪」や「窃盗罪」という犯罪です。
10年以下の懲役などの刑罰が科されます。

北 海 道 警 察

令和２年中、北海道警察では
「受け子」、「出し子」35名を検挙！


